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予算と事業から見る 令和　　5年度つるがしまのまちづくり

ポストコロナへさらに充実！
市民の健康づくりを応援します

夜間照明などの設置で、運動場機能を
さらに充実させます！

新 「鶴ヶ島グリーンパーク施設整備事業」
(640万円)

　スポーツエリアと自然観察エリアからなる「鶴ヶ島グ
リーンパーク」に夜間照明灯や管理棟を設置することで、
利用者の更なる利便性向上を図ります。令和5年度は整備
に向けた設計業務を行います。

シルバーｅスポーツ × スマホよろず相談で
元気な高齢者を増やします！
「健康長寿推進事業」

(1845万円)　
　高齢者の健康づくりにスマートフォンなどを活用するこ
とで、デジタルデバイド（情報格差）の解消と認知症予防・
社会的つながり・世代間交流の創出を図ります。

問合先　財政課財政担当

市民とともに！
魅力あるまちづくりを進めます

「歩きたくなる　くつろぎと　にぎわいのまち」を
目指し、鶴ヶ島駅周辺地区のまちづくりが進行中です！
「鶴ヶ島駅周辺地区まちづくり構想等策定事業」

(431万円)
　令和4年度から取り組んでいる「鶴ヶ島駅周辺地区のま
ちづくり」について、令和6年度からの事業化に向け、令
和5年度は具体的な整備計画を決定します。

　土地区画整理事業により移管された公園予定地について、
住民参加型のワークショップを開催して意見交換すること
で、地域住民の声を反映した魅力ある公園整備を推進しま
す。令和5年度は若葉駅西口1号街区公園の整備工事と、
一本松2号公園予定地のワークショップを実施します。

市民と一緒に考えた新しい公園の整備が始まります！

新 「公園整備事業」
(3486万円)
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予算と事業から見る 令和　　5年度つるがしまのまちづくり

赤ちゃんの誕生を祝い品と応援金でお祝いします！

新 「ふるさと鶴ヶ島誕生お祝い事業」
(408万円)　

　新生児の誕生を祝福して出産祝い品を贈呈するとともに、
第3子以降の誕生には、祝い品に加えて応援金を支給しま
す。

民間スポーツクラブで水泳の授業を試行します！

新 「小・中学校水泳指導方法検討事業」
(2374万円)　

　児童・生徒の水泳能力の向上を図るため、一部の学校に
おいて、民間スポーツクラブを活用した水泳指導を実施し
ます。

未来を担う子どもたちを育むために！
出産・子育て・教育環境をさらに充実します子育て

しあわ
せ共感

1

　令和2年度からスタートした「第6次鶴ヶ島市総合計画」。令和5年度は4年目となり、ポストコロ

ナに向けた大きな転換点となる年でもあります。市が目指す将来像「しあわせ共感　安心のまち　

つるがしま」の実現を目指して、「鶴ヶ島に住んで良かった」と市民の皆さんに感じてもらえるよう、

まちづくりに取り組みます。

　令和5年度の一般会計の総額は226億1000万円。前年度と比較して6億2000万円の増額(2.8％の増率)

となり、本年度の予算規模は、過去最大となりました。

　「子どもにやさしいまちづくり」、「いつまでも健康でいられるまちづくり」、「多様な働き方が

実現できるまちづくり」を柱に、「しあわせ共感　安心のまち　つるがしま」の実現に向けて、

予算を計上しました。ここでは、令和5年度に行う主な事業について、紹介していきます。

令和5年度予算の概要

しあわせ共感しあわせ共感
安心のまち安心のまち
つるがしまつるがしま
の実現に向けて
の実現に向けて
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予算を見える化
～グラフで見る市のお金～

国県支出金
　54億1351万円�
� （23.9％）

その他
　33億4174万円�
� （14.8％）

地方交付税
　20億7000万円�
� （9.2％）

地方消費税交付金
　15億9000万円�
� （7.0％）

市税
　101億9475万円�
� （45.1％）

歳入 歳出

民生費
　102億4007万円�
� （45.3％）

総務費
　31億8815万円
� （14.1％）

衛生費
　14億4231万円�
� （6.4％）

消防費
　10億7002万円�
� （4.7％）

その他
　8億5048万円�
� （3.7％）

教育費
　24億3232万円�
� （10.8％）

土木費
　17億7806万円�
� （7.9％）

公債費
　16億859万円�
� （7.1％）

用語解説
市税 市民税、固定資産税などの税収入

国県支出金 特定の事業のために国・県から支出され
るお金

地方交付税 市の財政状況に応じて国から交付される
お金

地方消費税	
交付金

県の地方消費税収入の中から市に対して
交付されるお金

用語解説

民生費 子ども、高齢者、障害者などの福祉全般の
事務・事業に使うお金

総務費 住民窓口、課税徴収、ICTなど市の総括的
な事務に使うお金

教育費 学校運営の費用、生涯学習、スポーツなど
教育全般の事務・事業に使うお金

土木費 道路、公園整備などに使うお金
公債費 市債を返済するために使うお金

衛生費 保健衛生、公害対策など安全で衛生的な生
活のために使うお金

消防費 消防や災害対策に使うお金

全体の予算規模

会　　計　　名 令和5年度
予算額

令和4年度
予算額

比較増減
増減額 増減率

一　般　会　計 226億1000万円 219億9000万円 6億2000万円 2.8％

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 66億6653万円 66億9105万円 △	2452万円 △	0.4％
後 期 高 齢 者 医 療 11億0196万円 10億1100万円 9096万円 9.0％
介 護 保 険 48億5889万円 45億9790万円 2億6098万円 5.7％
一本松土地区画整理事業 8572万円 1億2560万円 △	3988万円 △	31.8％
若葉駅西口土地区画整理事業 1億8199万円 3億1420万円 △	1億3222万円 △	42.1％
合 計 128億9508万円 127億3976万円 1億5533万円 1.2％
全　会　計　合　計 355億0508万円 347億2976万円 7億7533万円 2.2％

一般会計歳入 一般会計歳出

※　特別会計とは、特定の歳入・歳出をもって、一般会計とは経理を別にする会計です
※　各予算額は、表示単位未満で四捨五入をしているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります
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　2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、市民・事業者・行政が 
一体となった取組を推進します。
【新たな取組内容】
●緑のカーテンの普及（148万円）
　 緑のカーテンとして1000人でヘチマを栽培し、料理や、たわしづくりなどを楽しみながら、暑熱対策や節電・マイクロ

プラスチック削減などに取り組む「ヘチマプロジェクト」を実施します。
●省エネルギー家電買換え等補助金（600万円）
　ポータブル蓄電池の購入、省エネルギー効率の高い冷蔵庫やLED照明機器への買換えについて、補助制度を創設します。
●公共施設太陽光設備等導入調査（680万円）
　公共施設の太陽光発電設備などの導入に向けた調査を実施します。

◯新 ゼロカーボン推進事業（1521万円）

問合先　生活環境課環境保全担当
つるがしまの新たな取り組み～「脱炭素」に向けて～

鶴ヶ島市ゼロカーボンシティ宣言

市では、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするために次のような取組を進めていきます。

※　PPAとは
電力販売契約（Power	Purchase	Agreement）のこと。企業・自治体などが保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発
電設備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使うことで、温室効果ガス排出の削減ができる

　3月9日、武州ガス㈱と東京ガス㈱の2事業者と包括連携協定の締結式を行いま
した。
　公共施設への太陽光設備の導入、環境・エネルギー教育の実施などに向けて、
専門的な知識や技術など事業者に協力いただくことで、2050年までに温室効果
ガスの排出量実質ゼロを目指します。
　また、同日、包括連携協定に基づき、太陽光PPA※事業の共同検証に関する基
本合意書の締結を行いました。
　公共施設への太陽光PPA事業の実現に向け共同検証を進めていきます。

ゼロカーボンシティの実現に向けて協定締結

※　ゼロカーボンとは
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を減らし、この排出量と森林保全などによる吸収量をプラスマイナスゼロにすること

　近年、地球温暖化が原因とされる気候変動により、甚大な被害をもたらす自然
災害が地球規模で発生しています。国内においても、猛暑や集中豪雨、大型台風
など、今までに経験したことのない異常気象が頻発し、私たちの生命や暮らしが
脅かされる事態となっています。

　このような地球規模の問題に対して、2021年のCOP26では、「世界平均気温の
上昇を産業革命以前から1.5℃に抑える」という目標を掲げ、喫緊の課題として取
り組んでいくことが再確認されました。
　日本においても、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボ
ンニュートラルの実現を目指し、2030年における温室効果ガスを2013年度比で
46％削減することとしています。

　本市は、快適な居住空間が整備されている一方で、農地や屋敷林、水辺などの
武蔵野の原風景が残されており、都市と自然が美しく調和した暮らしやすいまち

です。先人から受け継いだこのようなふるさとの環境を守り、次世代に継承していくためには、私たち一人ひとり
が地球環境に強い関心と危機感を持ち、脱炭素への取組を進めることが必要です。

　未来へ、そして子どもたちのために、市民、事業者、行政が一体となった「オール鶴ヶ島」で、2050年までに温
室効果ガスの排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティを目指し、全力で取り組むことをここに宣言します。

 令和5年（2023年）3月20日

 鶴ヶ島市長 
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富士見市民センターの『おやこで楽しむふれあいあそび』 に
参加したママと子どもたち。手遊びをしたり、ハンカチやバスタオルを
使って遊んだり、子どもたちの笑顔がいっぱいでした♪

親子で交流サロンです。同じ地域で子育てするママと
おしゃべりをして情報交換をしませんか？お子さんが
幼稚園や保育園に行っている方は、ママだけでの参加
も大歓迎です！サロン中は保健師、保育士が保育のお
手伝いをしますので、安心してお越しください。
対　未就学の親子で①双子の親子・妊婦さん②子どもの
発達が心配なママと子③お友達が欲しい親子・妊婦さん
日　4月18日（火）10時～12時
場　保健センター
内　グループワーク・フリートーク・親子ふれあい遊び・
絵本の読み聞かせ
講　子育て支援相談員（保育士）、子育てセンター保育士
申 問　保健センターへ直接または☎271・2745

対　就学前までの乳幼児とその保護者・妊婦
日　4月26日（水）①9時30分～10時②10時～10時30分　
③10時30分～11時　場　保健センター
内　身長体重測定、希望者に保健相談、母乳相談、栄養
相談、歯科相談、保育所などに関する相談
定　各回12組（申込順）　持　母子健康手帳
問　保健センターへ☎271・2745

ようこそ鶴ヶ島de子育て

乳幼児すこやか相談

申込はこちら

4月から9月の児童館の閉館時間は、17時30分です。
問　脚折児童館☎287・0270 上広谷児童館☎287・1732　
大橋児童館☎286・0007　西児童館☎285・7048

対　0歳～3歳までの子どもと保護者
日　4月27日（木）10時15分～11時30分　※　雨天中止
場　農業交流センター
内　芝生広場でふれあい遊びやしゃぼん玉遊びをします
定　8組（申込順）　料　無料　持　飲み物、タオル
申 問　4月6日（木）から鶴ヶ島子育てセンター（鶴ヶ島保育
所内）へ☎286・7201

対　幼児～小学生とその保護者
日　5月12日（金）18時～　※　17時45分開場
場　中央図書館　講　おはなしぴっころ
内　親子で楽しめる昔ばなしやパネルシアターなど
定　 35人（申込順）　料　無料
申 問　4月12日（水）から中央図書館へ
直接、☎271・3001、またはホームページ
から

市内児童館の閉館時間が変わります

子育て講座　「親子でいっしょにおそとであそぼ！」

親子で楽しむ夕やけおはなし会

申込はこちら

子育て情報BOX

子育て
SuKuSuKu SuKuSuKu

● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル（☎ 189）24時間
365日   児童虐待

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…4月17日（月）9時30分～、19日（水）13時～　※　要予約

困ったときは・・・
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●コ ●コ ●ソ ●コ
子育て♥coco-soco あなたのすぐソコ！にある子育て支援を紹介

　暖かくなり、お出かけしたくなるような季節がやってきました！今回は、親子で一緒におでかけできる秘書広報課職員おす
すめのスポットを紹介したいと思います。

25台分の駐車場があり、車で来ても安心して利用できます♪
駐車場内の自動販売機のほか、近くにスーパーもあるので、
急に食べ物や飲み物が必要になっても、買いに行けてとって
も便利！

たくさんの荷物でも安心です♪

～公園編～公園編VoｌVoｌ..１１～

一緒一緒だとだと

もっと楽もっと楽しいしい

市内の松ヶ丘に位置する鶴ヶ島南近隣公園。公園内は遊具
エリア、芝生、野球場、テニスコートなど用途に合わせて
利用できる公園です。また、様々な樹木が植えられており、
公園内をお散歩するのも気持ち良いおすすめの公園です♪
これからの季節、鶴ヶ島南近隣公園で親子の素敵な時間を
過ごしてみませんか？

鶴ヶ島南近隣公園
自然と

遊具のバランスの良さがおすすめポイント

● 乗り物や動物のかわいい遊具でお子さんの遊ん
でいる姿は、写真映えすること間違いなし！

● 砂場近くにベンチがあるので、お子さんのこと
を見守りながら、ママ、パパもゆっくりできます。

● 新緑の季節には青々とした芝生が広がり、ピク
ニックにも最適です。

災害時には
避難場所に指定されており、

トイレも洋式化されています。
松ヶ丘五丁目28 
つるワゴン　鶴ヶ島駅から松ヶ丘・関越病院線（ピンク）で
11分「松ヶ丘五丁目」下車、徒歩2分(約100m)
25台(うち身体障害者用駐車場1台分)
駐車場利用時間　6時～19時
都市計画課公園緑地担当 

場

P

問

鶴ヶ島南近隣公園へのアクセス
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これからの季節、鶴ヶ島南近隣公園で親子の素敵な時間を
過ごしてみませんか？

鶴ヶ島南近隣公園
自然と

遊具のバランスの良さがおすすめポイント

● 乗り物や動物のかわいい遊具でお子さんの遊ん
でいる姿は、写真映えすること間違いなし！

● 砂場近くにベンチがあるので、お子さんのこと
を見守りながら、ママ、パパもゆっくりできます。

● 新緑の季節には青々とした芝生が広がり、ピク
ニックにも最適です。

災害時には
避難場所に指定されており、

トイレも洋式化されています。
松ヶ丘五丁目28 
つるワゴン　鶴ヶ島駅から松ヶ丘・関越病院線（ピンク）で
11分「松ヶ丘五丁目」下車、徒歩2分(約100m)
25台(うち身体障害者用駐車場1台分)
駐車場利用時間　6時～19時
都市計画課公園緑地担当 

場

P

問

鶴ヶ島南近隣公園へのアクセス
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投
票
で
き
る
方

　
平
成
17
年
４
月
10
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
日
本
国
民
で
、
令
和
４
年
12
月
30
日

ま
で
に
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
、
選
挙
当
日
ま
で
引
き
続
き
市
内
に

住
所
を
有
し
、
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方

転
出
し
た
方
の
投
票

　
埼
玉
県
か
ら
転
出
し
た
方
は
、
投
票

で
き
ま
せ
ん
。
令
和
４
年
12
月
30
日

ま
で
に
県
内
の
他
の
市
町
村
に
転
出
し

た
方
は
、
転
出
先
の
市
町
村
で
投
票
し

ま
す
。
鶴
ヶ
島
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
が
あ
り
、
令
和
４
年
12
月
31
日
以
降

に
県
内
の
他
の
市
町
村
に
転
出
し
た
方

は
、
鶴
ヶ
島
市
で
投
票
し
ま
す
。
こ
の

場
合
、
鶴
ヶ
島
市
も
し
く
は
転
出
先
が

発
行
す
る
「
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を

有
す
る
旨
の
証
明
書
」
ま
た
は
「
住
民

票
の
写
し
」（
以
下
「
証
明
書
」）を
提

示
す
る
か
、
投
票
管
理
者
か
ら
引
き
続

き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
確
認
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

転
入
し
た
方
の
投
票

　
令
和
４
年
12
月
31
日
以
降
に
県
外
か

ら
転
入
し
た
方
は
、投
票
で
き
ま
せ
ん
。

県
内
の
前
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
、
令
和
４
年
12
月
31
日
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、
証
明
書
の
発
行
を
受

け
、
ま
た
は
前
住
所
地
の
投
票
管
理
者

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

か
ら
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る

旨
の
確
認
を
受
け
、
前
住
所
地
で
投
票

し
ま
す
。

市
内
で
転
居
し
た
方
の
投
票

　
３
月
７
日
ま
で
に
転
居
の
届
出（
市

内
で
住
所
を
変
更
す
る
こ
と
）を
し
た

方
は
、
転
居
先
の
投
票
所
で
投
票
で
き

ま
す
が
、
３
月
８
日
以
降
に
転
居
の
届

出
を
し
た
方
は
、
転
居
前
の
投
票
所
で

投
票
し
ま
す
。

投
票
で
き
る
方

　
平
成
17
年
４
月
24
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
日
本
国
民
で
、
令
和
５
年
１
月
15
日

ま
で
に
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
、
選
挙
当
日
ま
で
引
き
続
き
市
内
に

住
所
を
有
し
、
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方

市
外
へ
転
出
し
た
方
の
投
票

　
鶴
ヶ
島
市
か
ら
転
出
し
た
方
は
、
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

市
内
で
転
居
し
た
方
の
投
票

　
４
月
１
日
㈯
ま
で
に
転
居
の
届
出

（
市
内
で
住
所
を
変
更
す
る
こ
と
）を
し

た
方
は
、
転
居
先
の
投
票
所
で
投
票
で

き
ま
す
が
、
４
月
２
日
㈰
以
降
に
転
居

の
届
出
を
し
た
方
は
、
転
居
前
の
投
票

所
で
投
票
し
ま
す
。

転
入
し
た
方
の
投
票

　
令
和
５
年
１
月
16
日
以
降
に
転
入
し

た
方
は
、
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

投
票
所
入
場
整
理
券
は
郵
送

　
投
票
所
入
場
整
理
券
は
各
選
挙
の
告

示
日
以
降
、
選
挙
人
ご
と
に
郵
送
し
ま

す
。
記
載
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
入
場

整
理
券
を
切
り
離
し
て
投
票
日
に
投
票

所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
整
理
券
が
届
か
な
い
と
き
・

紛
失
し
た
と
き

　
投
票
日
に
指
定
の
投
票
所
で
再
交
付

を
受
け
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

再
交
付
の
際
に
は
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類（
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）を
持
参
し
、
受
付
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
の
記
入
方
法

　
投
票
用
紙
の
所
定
欄
に
候
補
者
１
人

の
氏
名
を
は
っ
き
り
と
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

選
挙
公
報

　
各
候
補
者
の
考
え
や
経
歴
な
ど
を
掲

載
し
た
選
挙
公
報
を
投
票
日
の
２
日
前

ま
で
に
新
聞
折
込
み
で
お
届
け
し
ま
す
。

ま
た
、
選
挙
公
報
は
、
市
役
所
、
若
葉

駅
前
出
張
所
や
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
に

も
用
意
し
ま
す
の
で
、
新
聞
を
購
読
し

て
い
な
い
世
帯
や
折
り
込
み
漏
れ
な
ど

で
選
挙
公
報
が
届
か
な
い
場
合
は
、
こ

れ
ら
の
施
設
で
お
取
り
い
た
だ
く
か
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
準
備
が
整
い
次
第
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

「統一地方選挙」
　埼玉県議会議員一般選挙（西第11区鶴ヶ島市）�4月 9日（日）
　鶴ヶ島市議会議員一般選挙� 4月23日（日）

投票時間　7時～20時
開　　票　両日とも20時45分～　鶴ヶ島中学校体育館
　　　　　※　参観人は人数制限があります
問��合��先　選挙管理委員会（総務人権推進課内）

～投票は私たちの大切な権利です。必ず投票しましょう～

9	 Tsurugashima　2023.4

市政情報

いろいろな投票方法
期日前投票
　投票は、選挙の当日、投票所で投票するのが原則です
が、仕事、旅行などの事情により投票日に投票所へ行け
ない方や、病気、出産などで入院予定の方は、投票日前
に期日前投票ができます。
埼玉県議会議員一般選挙
　①市役所1階ロビー
　　期間　4月1日（土）～8日（土）
　　時間　8時30分～20時
　②若葉駅前出張所（ワカバウォーク1階） 
　　期間　4月6日（木）～8日（土）
　　時間　10時～20時
鶴ヶ島市議会議員一般選挙
　①市役所1階ロビー
　　期間　4月17日（月）～22日（土）
　　時間　8時30分～20時
　②若葉駅前出張所（ワカバウォーク1階） 
　　期間　4月20日（木）～22日（土）
　　時間　10時～20時
持ち物　投票所入場整理券（届かない場合は、運転免許
証やマイナンバーカードなどの本人確認ができる書類、
期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書（投票所入場整
理券に印刷されている様式に必要事項を記入してお持ち
ください。届かない場合は、期日前投票所にも用意して
います）、筆記具（鉛筆またはシャープペンシル）
※　期日前投票する時点で満18歳に達していない場合
は、不在者投票となります
代理投票
　身体の障害やけがなどによって自分で文字を書くこと
のできない方は、係員に申し出てください。係員が本人
に代わって本人の申し出た候補者の氏名を代筆します。

書かれた候補者名は他に漏れることはありませんので、
安心して申し出てください。
点字投票
　目の不自由な方には、点字器と点字投票用の投票用紙
を用意しています。投票所で係員に申し出てください。
出張時などの不在者投票
対象　国内での出張などで、投票日に投票所へ行けない方
方法　市選挙管理委員会に直接持参、郵便またはマイナ
ンバーカードの公的個人認証サービスを利用したオンラ
インで、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙など
を請求してください（ファクシミリや電子メールでの請
求はできません）。最寄りの選挙管理委員会で投票する
ことができます。 
郵便などによる不在者投票　
対象　身体に重度の障害のある方などで市選挙管理委員
会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
方法「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に「郵便
等投票証明書」を添えて、直接または郵便で市選挙管理
委員会へ投票用紙を請求し、自宅などで投票することが
できます。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない
方は、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、請求書は、埼玉県議会議員一般選挙については4
月5日（水）、鶴ヶ島市議会議員一般選挙については4月
19日（水）までに市選挙管理委員会に到着するようにお願
いします。
病気などで入院中の投票
　入院している病院や入所している介護福祉施設などが
都道府県の選挙管理委員会の指定する施設であれば、そ
の施設内で投票することができます。病院や施設の職員
に申し出ください。
新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の方の投票
　宿泊・自宅療養をしている方は、郵便により投票する
ことができます。詳細は、市ホームページをご覧ください。

投・開票速報サービス 新型コロナウイルス感染症対策
　投票所では感染症対策を行っています。安心してお越
しください。過去に執行した選挙では、9時から正午まで
は投票所が混雑する傾向にあります。できるだけ混雑す
る時間帯以外での投票にご協力をお願いします。

投票速報…当日の9時頃～
開票速報…当日の22時頃～
※　選挙のお知らせを市ホームページに
掲載していますので、ご覧ください 投・開票の速報はこちら

第1投票所
鶴ヶ島第一小学校

第2投票所
西市民センター

第3投票所
大橋市民センター

第4投票所
東市民センター

第5投票所
南市民センター

第6投票所
鶴ヶ島海洋センター

鶴ヶ島中学校鶴ヶ島中学校

JA
いるま野

番
交
倉
高

道
国

4
0
7
号

鶴ヶ島
第一小学校

線
生
越
武
駅
松
本
一

西中学校西中学校

至坂戸駅

鶴ヶ島清風
高等学校
鶴ヶ島清風
高等学校

東京電力
新所沢変電所
東京電力
新所沢変電所

倉
高

番
交

西市民センター西市民センター

新町
小学校
新町
小学校

東

圏央
道
農村センター

学
校

中
南

校
学
小
南

学
校

中
南

校
学
小
南

道
車
動
自
越
関

道
車
動
自
越
関

大橋市民センター大橋市民センター
道
央
圏

東市民センター

杉下小学校
コンビニ

東武東上線

至若葉駅 至鶴ヶ島駅

道
車
動
自
越
関

商工会

カメラ店

鶴ヶ島第二
　小学校

南市民センター南市民センター

スーパー

鶴ヶ島
海洋センター

道
車
動
自
越
関

鶴ヶ島
海洋センター
鶴ヶ島
海洋センター

商工会

カメラ店

鶴ヶ島第二
　小学校

南市民センター

スーパー

第7投票所
長久保小学校

第8投票所
藤小学校

第9投票所
富士見市民センター

第10投票所
南小学校

第11投票所
富士見中学校

第12投票所
藤中学校

関越自動車道

道
国

0

号
金
信

川
盛
飯

長久保
小学校

鶴
ヶ
島
IC

至坂戸駅

　　近隣脚折近隣
公園

至坂戸駅 至鶴ヶ島駅東武東上線

藤中学校藤中学校

藤
小学校
藤
小学校

関越自動車道

若葉駅若葉駅

保育園
栄小学校

富士見中学校

ワカバウォークワカバウォーク

富士見市民センター

至鶴ヶ島駅東武東上線若葉駅

道
車
動
自
越
関

南小学校

新鶴団地 鶴ヶ島南
近隣公園

南中学校

富士見中学校富士見中学校

富士見市民センター

栄小学校

至鶴ヶ島駅若葉駅 東武東上線

ワカバウォークワカバウォーク

東武東上線至坂戸駅 至鶴ヶ島駅

藤小学校

藤中学校藤中学校

若葉駅若葉駅

関越自動車道

保育園
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※　基礎疾患の範囲

■令和5年度の接種について
　新型コロナウイルス感染症の重症者を減らすため、国の方針に基づき、引き続き新型コロナワクチン
接種を継続します。春夏接種の接種券については準備が整い次第、対象となる方に個別に郵送します。
接種開始日や医療機関などは、接種券に同封する案内チラシをご確認ください。

■初回接種(1・2回目)について
　12歳以上の方、小児(5歳～11歳)の方、乳幼児(生後6か月～4歳)の方の初回接種についても、
引き続き実施します。まだ接種していない方のうち、転入した方や接種券を紛失してしまった
場合は、接種券を再発行しますので、WEB申請または市コールセンターまでご連絡ください。 申請はこちら

●追加接種のスケジュールと対象者（予定）
初回接種（1・2回目）完了者は、令和5年度に下記
のとおり追加接種することができます。
　①春夏（令和5年5月～8月）：1回接種
　　	65歳以上の高齢者、5歳以上の基礎疾患（※）
をお持ちの方や医療従事者などの方

　②秋冬（令和5年9月～3月）：1回接種
　　	5歳以上のすべての方（上記①で接種した方を
含む）

●接種券
春夏接種について、65歳以上の方には接種時期が
きましたら、個別に接種券を郵送します。64歳以
下の基礎疾患をお持ちの方と医療従事者などの方
は、発行の申出（下記）が必要です。秋冬接種につ
いては、8月号の広報でお知らせします。
申出は4月24日（月）から受付開始予定

　　　		　	2次元コードから
　　　		　	0570・02・5672
　　　　		（市コールセンター）

●使用するワクチン
　　　　		オミクロン株対応ワクチン
　　　　		国により今後検討

WEB
電�話

春夏
秋冬

（1）以下の病気や状態の方で、通院または入院している方
　1.慢性の呼吸器の病気
　2.慢性の心臓病（高血圧を含む）
　3.慢性の腎臓病
　4.慢性の肝臓病（肝硬変など）
　5.	インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発
している糖尿病

　6.血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　7.	免役の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
　8.	ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　9.免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　10.	神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼

吸障害など）
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BMI

新型コロナワクチン接種
※　掲載内容は3月9日時点のものです。変更となる場合もありますので、市ホームページで最新の情報をご確認ください

接種費用

無料
全額公費負担

問合先　市コロナワクチン接種コールセンター　☎0570・02・5672

■発熱など症状のある方へ
県では発熱などの症状がある場合に、地域の
身近な医療機関などで受診することができる
よう、指定医療機関を公表しています。

■り患後の後遺症にお悩みの方へ
新型コロナ感染症の後遺症には、倦怠感や息切れ、集
中力の低下などの症状がみられ、人によっては日常生
活に影響が生じる場合があります。県では、後遺症の
診療を行う医療機関を公表していますの
で、県のホームページを確認の上、医療機
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県HPはこちら 県HPはこちら

新
型
コ
ロ
ナ
対
策

最新情報は、市ホームページをご確認ください。

申請はこちら
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市政情報

「鶴ヶ島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入します

問合先　総務人権推進課庶務人権担当

　
近
年
、性
の
多
様
性
に
つ
い
て
、

社
会
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い

る
も
の
の
、
性
的
少
数
者
へ
の
理

解
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
生
き
づ

ら
さ
や
生
活
の
困
難
さ
を
抱
え
て

い
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
　

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
性
的
少
数
者

に
関
す
る
理
解
が
進
み
、
一
人
ひ

と
り
が
お
互
い
の
人
権
を
尊
重

し
、
多
様
な
生
き
方
や
価
値
観
を

認
め
合
い
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く

生
き
生
き
と
生
活
で
き
る
社
会
の

実
現
を
目
指
す
た
め
、「
鶴
ヶ
島

市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
シ
ッ
プ
制
度
」
を
４
月
１
日

か
ら
導
入
し
ま
す
。

市
民
・
事
業
者
へ
の
お
願
い

　
本
制
度
は
、
法
律
上
の
効
果
が

生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
宣
誓
さ
れ
た
方
の
パ
ー
ト
ナ

ー
や
家
族
と
し
て
の
関
係
を
尊
重

し
、
市
と
し
て
尊
重
す
る
も
の
で

す
。
こ
の
趣
旨
を
十
分
に
ご
理
解

い
た
だ
き
、
本
制
度
利
用
者
が
婚

姻
な
ど
し
て
い
る
方
と
同
じ
様
に

自
分
ら
し
く
生
き
生
き
と
生
活
で

き
る
社
会
が
実
現
す
る
よ
う
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

支
給
対
象

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方

・
令
和
５
年
５
月
７
日
ま
で
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ

り
、
感
染
が
疑
わ
れ
、
そ
の
療
養

の
た
め
仕
事
を
休
ん
だ
方

・
勤
務
先
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
方
で
、
療
養
の

た
め
仕
事
を
休
ん
だ
期
間
の
給
与

な
ど
が
支
給
さ
れ
な
い
方

※
　
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一

部
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
間

は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
そ
の
給
与
収
入

が
、
傷
病
手
当
金
よ
り
少
な
い
と

き
は
、
差
額
を
支
給
し
ま
す

適
用
期
間

　
療
養
の
た
め
連
続
し
て
仕
事
を

休
ん
だ
期
間
の
う
ち
４
日
目
以
降

（
入
院
が
継
続
す
る
場
合
は
、
最

長
１
年
６
か
月
ま
で
）

※
　
適
用
期
間
は
、
令
和
５
年
５

月
７
日
ま
で
で
す

※
　
申
請
期
限
は
、
労
務
に
服
す

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
日
か
ら

２
年
で
す

申
請
方
法

　
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
業
主
の
証

明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

国民健康保険

後期高齢者医療保険

新型コロナウイルス感染症にかかる�
保険税・保険料の減免を終了します

問合先　保険年金課保険賦課担当

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

被
保
険
者
な
ど
に
か
か
る
国
民
健

康
保
険
税
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
減
免
制
度
は
、
令
和

４
年
度
末
を
も
っ
て
終
了
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
内
容
に
該

当
す
る
場
合
、
減
免
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

　
令
和
４
年
度
末
に
国
民
健
康
保

険
の
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
令
和
４
年
度
相
当
分
の

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、
令

和
５
年
４
月
以
後
に
納
期
限
が
到

来
す
る
場
合

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
令
和
４
年
度
末
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
資
格
を
取
得
し
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
相

当
分
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

に
つ
い
て
、
令
和
５
年
４
月
以
後

に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す

る
場
合

新型コロナウイルス感染症にかかる�
傷病手当金の適用期間を5月7日で終了します

問合先　保険年金課保険給付担当

手続き方法
などはこちら

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

制度概要
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等
な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した、一方
または双方が性的少数者（※）である２人が、市長に対して
パートナーであることを宣誓する制度
対象者
（1）一方または双方が性的少数者であること
（2）成年に達していること
（3）双方が鶴ヶ島市民であること
　		※　3か月以内の転入予定も含む
（4）配偶者がいないこと
（5）他の方とパートナーシップにないこと
（6）お互いが近親者でないこと

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
制
度

制度概要
パートナーシップの宣誓をする方に子どもなどがいる場合、
家族の関係にあることを併せて宣誓することができる制度
対象者
（1）	パートナーシップにある方の一方または双方の子（実子ま

たは養子）を含めた近親者であること
（2）	パートナーシップにある方の一方または双方がファミリ

ーシップ対象の子どもなどと生計が同一であること
※　性的少数者とは
　�自己の性別についての認識が戸籍上の性別と異なる方および
恋愛感情または性的関心の対象となる性別についての指向が
異性のみでない方
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。
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４
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は
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上
の
効
果
が
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じ
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も
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、
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と
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に
ご
理
解

い
た
だ
き
、
本
制
度
利
用
者
が
婚

姻
な
ど
し
て
い
る
方
と
同
じ
様
に

自
分
ら
し
く
生
き
生
き
と
生
活
で

き
る
社
会
が
実
現
す
る
よ
う
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

支
給
対
象

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方

・
令
和
５
年
５
月
７
日
ま
で
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ

り
、
感
染
が
疑
わ
れ
、
そ
の
療
養

の
た
め
仕
事
を
休
ん
だ
方

・
勤
務
先
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
方
で
、
療
養
の

た
め
仕
事
を
休
ん
だ
期
間
の
給
与

な
ど
が
支
給
さ
れ
な
い
方

※
　
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一

部
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
間

は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
そ
の
給
与
収
入

が
、
傷
病
手
当
金
よ
り
少
な
い
と

き
は
、
差
額
を
支
給
し
ま
す

適
用
期
間

　
療
養
の
た
め
連
続
し
て
仕
事
を

休
ん
だ
期
間
の
う
ち
４
日
目
以
降

（
入
院
が
継
続
す
る
場
合
は
、
最

長
１
年
６
か
月
ま
で
）

※
　
適
用
期
間
は
、
令
和
５
年
５

月
７
日
ま
で
で
す

※
　
申
請
期
限
は
、
労
務
に
服
す

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
日
か
ら

２
年
で
す

申
請
方
法

　
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
業
主
の
証

明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
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険
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い
て
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令
和
５
年
４
月
以
後

に
普
通
徴
収
の
納
期
限
が
到
来
す

る
場
合

新型コロナウイルス感染症にかかる�
傷病手当金の適用期間を5月7日で終了します

問合先　保険年金課保険給付担当

手続き方法
などはこちら
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ー
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な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した、一方
または双方が性的少数者（※）である２人が、市長に対して
パートナーであることを宣誓する制度
対象者
（1）一方または双方が性的少数者であること
（2）成年に達していること
（3）双方が鶴ヶ島市民であること
　		※　3か月以内の転入予定も含む
（4）配偶者がいないこと
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（6）お互いが近親者でないこと
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プ
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制度概要
パートナーシップの宣誓をする方に子どもなどがいる場合、
家族の関係にあることを併せて宣誓することができる制度
対象者
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　�自己の性別についての認識が戸籍上の性別と異なる方および
恋愛感情または性的関心の対象となる性別についての指向が
異性のみでない方
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産前産後期間の国民年金保険料免除制度をご存じですか？

問合先　保険年金課保険資格担当

国民健康保険の加入・喪失の届出はお早めに

問合先　保険年金課保険資格担当

住宅の耐震診断・耐震改修に�
補助金を交付　
問合先　都市計画課開発建築担当

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
や
喪
失

の
際
は
、届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
方
や
、
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
方
を
除
く
74
歳
以
下
の
す

べ
て
の
人
が
、
安
心
し
て
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

加
入
の
届
出

　
会
社
の
健
康
保
険
を
辞
め
た
り

被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
の
届

出
が
必
要
で
す
。
届
出
が
遅
れ
る

と
国
民
健
康
保
険
の
加
入
日
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
国
民
健
康
保
険
税
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

届
出
に
必
要
な
も
の

①
会
社
の
健
康
保
険
を
喪
失
し
た

証
明
書
　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド（
個
人
番

号
が
確
認
で
き
る
も
の
、
国
保
加

対
象
　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
着
工
さ
れ
た
木
造
２
階
建
て
以

下
の
戸
建
住
宅
ま
た
は
兼
用
住
宅

※
　
耐
震
改
修
は
、
耐
震
診
断
に

よ
る
安
全
性
評
価
が
１･

０
未
満

の
建
築
物

補
助
金
額（
予
算
の
範
囲
内
）

【
耐
震
診
断
】
費
用
の
２
分
の
１

で
上
限
５
万
円

入
者
全
員
分
）　
③
運
転
免
許
証
、

旅
券
な
ど（
官
公
署
が
発
行
し
た

顔
写
真
付
き
の
証
明
書
）

喪
失
の
届
出

　
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

り
被
扶
養
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な
っ
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と
き
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、

国
民
健
康
保
険
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喪
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届
出
が
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要
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す
。
届
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な
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国
民

健
康
保
険
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課
税
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れ
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ま
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。
ま
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会
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の
保

険
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保
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だ
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健
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保
険
の
保
険
証
な
ど
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付
書
類
　
②
会
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の
保
険
証

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
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は

通
知
カ
ー
ド（
個
人
番
号
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確
認
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も
の
）　
※
　
①
～
③
と

も
に
国
保
加
入
者
全
員
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【
耐
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修
】
費
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１
０
０
分
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限
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問
い
合
わ
せ
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付
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・
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震
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問
い
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助
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。
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保
険
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出
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後
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間
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国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
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る
制
度
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あ
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ま
す
。

　
産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら

れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
た

期
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
将
来

の
受
給
額
に
反
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。
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険
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０
０
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付
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４
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さ
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２
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定
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出
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３
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か
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６
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申
請
窓
口

　
保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）へ

提
出
し
て
く
だ
さ
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郵
送
も
可

能
で
す
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出
産
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定
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６
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か
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※
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健
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手
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な
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く
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さ
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※
２
）。

　
ま
た
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出
産
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出
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場
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は
不
要
で
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。
た
だ
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被
保

険
者
と
子
が
別
世
帯
の
場
合
に

は
、
出
産
日
な
ど
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
が
必
要
で
す
。

※
１
　
届
出
用
紙
は
、
日
本
年
金

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
保
険
年
金
課

窓
口
で
お
渡
し
し
ま
す

※
２
　
郵
送
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場
合
は
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出
産
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確
認
で
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ペ
ー
ジ
の
写

し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

日本年金機構
HPはこちら
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「学生納付特例制度」の申請はお済みですか？�

問合先　保険年金課保険資格担当

　
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
学
生
や
自
営
業
な
ど

の
方
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
学
生
は
納

付
が
困
難
な
場
合
、
本
人
の
前
年
所

得
が
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料

の
納
付
義
務
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
承
認
さ
れ
る
こ
と

で
、
納
付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
が
年

金
の
受
給
資
格
期
間（
※
）に
含
ま
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
将
来

へ
の
大
切
な
備
え
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
納
付
猶
予
と
な
っ
た
期
間
は
将

来
の
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん

が
、猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、

承
認
さ
れ
て
か
ら
10
年
以
内
に
納
付

（
追
納
）す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
承
認
を

受
け
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
、
３
年
度
目
以
降
は
、
当
時
の
保

険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
付
し
た
保
険
料
は
所
得

税
、
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
対

象
と
な
り
ま
す
。

※
　
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
た
め
に
必
要
な
保
険
料
納
付
済

期
間
な
ど（
10
年
以
上
）の
こ
と

🆀🆀　2月で20歳になり、納付書が届きましたが未払い
のままです。これから学生納付特例の申請はできます
か？

🅐🅐　学生納付特例は2年1か月までさかのぼって申請す
ることができます。しかし、申請が遅れると、申請日
前に生じた不慮の事故や病気による障害年金を受けら
れなくなる場合がありますので、お早めに手続きをお
願いします。

🆀🆀　学生納付特例は一度申請すれば卒業するまで継続
しますか？

🅐🅐　年度ごとに申請する必要があります。令和4年度
に学生納付特例を承認された方で令和5年度中も在学
予定の方には、日本年金機構から送付されるハガキ形
式の申請書を返送することでも申請ができます。

🆀🆀　学校が変わったときもハガキ形式の申請書で手続
きできますか？

🅐🅐　大学院に進学する場合や短期大学から4年制大学
に編入する場合など学校が変わったときは、ハガキ形
式の申請書では手続きできません。

🆀🆀　学生ではなくなったときはどうなりますか？
🅐🅐　卒業などで学生ではなくなり国民年金に加入して
いる場合、学生納付特例は終了します。また、収入が
なく、国民年金保険料を納めることが難しいときは、
国民年金保険料を免除または猶予する制度があります。
市役所または年金事務所へ申請書を提出してください。
また、郵送による提出もできますのでご利用ください。

🆀🆀　3月で卒業し、4月から勤務先で厚生年金に加入し
ましたが、納付書が届きました。手続きする必要はあ
りますか？

🅐🅐　市役所などへの届出は必要ありません。納付書は
行き違いにより届いたものですので、納付せず破棄し
てください。

🆀🆀　追納の手続きはどのようにすればよいのですか？
🅐🅐　国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入し、
年金事務所に申請すると、後日追納用の納付書が届き
ますので、金融機関やコンビニエンスストアなどで納
めてください。
　なお、国民年金保険料追納申込書の取得方法は以下
のいずれかのとおりです。
　・年金事務所へ電話して取り寄せる。
　・	日本年金機構のホームページからダウンロードする。
　・市役所の保険年金課窓口で受け取る。

学生特例の詳細はこちら

対象者

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
特別支援学校、専修学校および各種学校（学校教育
法で規定されている修業年限が1年以上の課程）、一
部の海外大学の日本分校に在籍している学生
※　所得が 128 万円＋扶養親族数 ×38 万円＋社会
保険料控除などを計算した額以下である方

申請方法 年度ごとに市役所または年金事務所の窓口で申請書を
提出（郵送による提出も可）

申請に
必要なもの

①本人確認書類（マイナンバーカード、免許証、パス
ポートなど）
※　代理人が来庁する場合は代理人の本人確認書類
（別世帯の代理人の場合は委任状）
②基礎年金番号通知書または年金手帳
③申請年度に有効な学生証（※コピー可）または在学証
明書（原本）　
※　	裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある
場合には表面と裏面の両方のコピーが必須

④申請書（市役所保険年金課の窓口に設置、または左
記の二次元コードからダウンロードできます）

学生納付
特例

老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金

受給資格期間
への算入

年金額への
反映 受給資格期間への算入

○ × ○

【学生納付特例に関するQ＆A】
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市では障害者手当などを支給しています

問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

公務員の方の児童手当のご案内

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
令
和
５
年
４
月
１
日
付
け
で
公

務
員
に
な
っ
た
方（
独
立
行
政
法

人
に
出
向
し
た
方
を
含
む
）や
公

務
員
を
退
職
し
た
方
は
、
４
月
30

日
㈰
ま
で
に
市
と
勤
務
先
で
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。
市
で
の
手
続

き
は
、
こ
ど
も
支
援
課
窓
口
の
ほ

か
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
も
可
能
で
す
。

市
で
の
手
続
き

公
務
員
に
な
っ
た
方

　
受
給
事
由
消
滅
の
届
出
が
必
要

で
す
。

公
務
員
を
退
職
す
る
方

　
児
童
手
当
な
ど
の
受
給
資
格
お

よ
び
児
童
手
当
の
額
に
つ
い
て
の

認
定
請
求
が
必
要
で
す
。
受
給
者

名
義
の
口
座
番
号
な
ど
が
分
か
る

も
の
、
父
母
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の
、
受
給
者
の
保
険
証

（
３
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
場
合
の
み
）を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

勤
務
先
で
の
手
続
き

　
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

前納がお得です！令和5年度国民年金保険料　

問合先　保険年金課保険資格担当

　
令
和
５
年
４
月
か
ら
の
国
民
年

金
保
険
料
は
、
月
額
１
万
６
５
２

０
円
で
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
は
、
６
か

月
お
よ
び
１
年
前
納
用
も
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）す
る

と
割
り
引
き
が
適
用
さ
れ
お
得
で

す
。
　

※
　
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る
令
和
５
年
４
月
か
ら

の
前
納
は
、
令
和
５
年
２
月
末
日

で
受
付
を
終
了
し
ま
し
た

　
現
金（
納
付
書
）に
よ
る
２
年
前

納
を
希
望
す
る
方
は
、
年
金
事
務

所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
す
。
ま
た
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

日本年金機構
HPはこちら

【納付書での前納の場合】

区分 保険料額 割引額

6か月前納 9万8130円 810円

1年前納 19万4720円 3520円

2年前納 38万7170円 1万4830円

　
市
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
当
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
①
～
③
の
手
当
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
専
用
の
診
断
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

①
特
別
障
害
者
手
当

対
象
　
20
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た

は
精
神
の
重
度
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
方
。た
だ
し
、

施
設
に
入
所
中
の
方
、
３
か
月
以

上
継
続
し
て
病
院
ま
た
は
診
療
所

に
入
院
し
て
い
る
方
は
、
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
２
万
７
９
８
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

②
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
　
20
歳
未
満
で
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
、
２
級
の
一
部
、
療
育

手
帳
Ａ
を
持
っ
て
い
る
方
。
た
だ

し
、
施
設
に
入
所
中
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方
は
、
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
額
　
月
額
１
万
５
２
２
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

③
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象  
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歳
未
満
で
障
害
の
程
度

が
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１

～
３
級
、
４
級
の
一
部
、
療
育
手

帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１・
２
級
の
一
部
の

障
害
児
を
養
育
し
て
い
る
方
。
た

だ
し
、
障
害
児
が
施
設
入
所
中
の

方
は
、
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
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当
１
級
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額
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万
３
７
０
０
円
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手
当

２
級
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額
３
万
５
７
６
０
円

※
　
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

④
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対
象
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歳
未
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現
在
受
給
中

の
方
は
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歳
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上
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む
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体
障
害
者
手
帳
が
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２
級
、
療

育
手
帳
Ⓐ
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Ａ
お
よ
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障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
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特

別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
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祉
手

当
お
よ
び
経
過
措
置
に
よ
る
福
祉

手
当
の
受
給
者
、
特
別
養
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老
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ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
入
所
者
は
除

き
ま
す
）

手
当
額
　
月
額
５
０
０
０
円
　

※
　
市
県
民
税
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
方
は
、
そ
の
年
の
８
月
分
か
ら

翌
年
の
７
月
分
ま
で
、
手
当
が
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
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春の全国交通安全運動を実施します

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け

る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故
防
止

の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を

実
施
し
ま
す
。

　
４
月
は
新
生
活
も
始
ま
り
、
何

か
と
あ
わ
た
だ
し
い
時
期
で
す
。

慣
れ
な
い
生
活
の
中
で
時
間
に
追

わ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。

焦
り
や
不
安
は
、
事
故
を
引
き
起

こ
す
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

車
や
自
転
車
を
運
転
す
る
際
は
、

心
に
ゆ
と
り
を
持
っ
て
、
安
全
運

転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
意
識

を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故

の
被
害
に
遭
い
や
す
い
高
齢
者
や

子
ど
も
た
ち
を
、
事
故
か
ら
守
り

ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間

5
月
11
日
㈭
～
20
日
㈯

市
運
動
重
点

歩
行
中
お
よ
び
自
転
車
乗
車
中
の

交
通
安
全
の
推
進

街
頭
指
導

日
時
　
４
月
1
日
㈯
11
時
～

場
所
　
運
動
公
園（
第
39
回
桜
ま

つ
り
会
場
内
）

競争入札参加資格審査申請の�
追加受付のご案内�　

問合先　財政課契約担当

　
令
和
５･

６
年
度
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
の
追
加
受
付
を

行
い
ま
す
。

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
５
年
８
月
１
日
～
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で

建
設
工
事
な
ど

受
付
期
間
　
５
月
１
日
㈪
～
19
日

㈮
　

※
　
既
登
録
業
者
の
追
加
申
請
は

５
月
１
日
㈪
～
26
日
㈮

申
請
方
法
　
関
係
書
類
を
埼
玉
県

総
務
部
入
札
審
査
課
へ
郵
送（
消

印
有
効
）

　
詳
細
は
、
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
品
・
そ
の
他

受
付
期
間
　
５
月
１
日
㈪
～
31
日

㈬申
請
方
法
　
市
役
所
へ
原
則
郵
送

（
消
印
有
効
）

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

監査委員は市の事務をチェックします�

問合先　監査委員事務局

　
監
査
制
度
の
目
的
は
、
市
の
財

務
会
計
事
務
や
事
務
事
業
の
執
行

が
、
公
正
で
合
理
的
か
つ
効
率
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
監
査

し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
、
行
財
政
運
営
の
健
全
性

と
透
明
性
を
確
保
し
、
市
民
福
祉

の
増
進
と
市
政
へ
の
信
頼
確
保
に

努
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
監
査
委
員
は
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
基
づ
く
必
置
機
関
で
、
そ

の
法
定
数
は
原
則
２
人
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
監
査
の
種
類
は
、
監
査
計
画
を

定
め
て
行
う
監
査
と
市
民
の
請

求
、
議
会
や
市
長
の
要
求
な
ど
に

よ
り
行
う
監
査
が
あ
り
ま
す
。

※
　
監
査
結
果
は
、
随
時
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す

種　類 事　務　の　内　容 予　定

例月出納検査 会計管理者の行う出納事務が適正に行われて
いるかを検査します 毎　月

定 例 監 査 各課の財務会計事務を中心として、その執行
が適正に行われているかを監査します 	10～2月

工 事 監 査
定例監査の一環として、請負契約の金額が原
則1000万円以上となる工事の中から監査を実
施します

随　時

財政援助団体など
に対する監査

市が財政的援助を行っている団体または市の
施設の管理運営を委託している指定管理者に
対し、補助金や委託金が適正に使用されてい
るかなどを監査します

10月

決 算 審 査 一般会計および特別会計(国民健康保険特別会
計など)の歳入歳出決算について、審査します 6・7月

基金運用状況審査 決算審査に併せ、定額の資金を運用する基金
について、その運用状況を審査します 6月

財政健全化審査

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）
およびその資料が適正に算定されているかを
審査します

8月
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春の全国交通安全運動を実施します
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に
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、
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通
事
故
防
止

の
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を
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る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
春
の
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国
交
通
安
全
運
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を
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ま
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。
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は
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生
活
も
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、
何

か
と
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た
だ
し
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時
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で
す
。

慣
れ
な
い
生
活
の
中
で
時
間
に
追
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る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。

焦
り
や
不
安
は
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事
故
を
引
き
起

こ
す
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

車
や
自
転
車
を
運
転
す
る
際
は
、

心
に
ゆ
と
り
を
持
っ
て
、
安
全
運

転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
意
識

を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故

の
被
害
に
遭
い
や
す
い
高
齢
者
や

子
ど
も
た
ち
を
、
事
故
か
ら
守
り

ま
し
ょ
う
。

実
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間

5
月
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㈭
～
20
日
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運
動
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点

歩
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中
お
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自
転
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の
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安
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の
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進
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頭
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ま
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り
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内
）
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令
和
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度
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争
入
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参

加
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格
審
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申
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の
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加
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を

行
い
ま
す
。

入
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参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
５
年
８
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１
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～
令
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７
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31
日
ま
で

建
設
工
事
な
ど

受
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期
間
　
５
月
１
日
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～
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録
業
者
の
追
加
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は
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～
26
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を
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）
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日
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市
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（
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有
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）

　
詳
細
は
、
市
ホ
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ペ
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ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

監査委員は市の事務をチェックします�

問合先　監査委員事務局

　
監
査
制
度
の
目
的
は
、
市
の
財

務
会
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事
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や
事
務
事
業
の
執
行

が
、
公
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で
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的
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率
的

に
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る
か
を
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し
、
そ
の
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を
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る
こ
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に
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り
、
行
財
政
運
営
の
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と
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明
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を
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し
、
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の
増
進
と
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の
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頼
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に
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こ
と
に
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ま
す
。
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は
、
地
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自
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法
の
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定
に
基
づ
く
必
置
機
関
で
、
そ

の
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定
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原
則
２
人
と
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め
ら
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て
い
ま
す
。
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の
種
類
は
、
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計
画
を

定
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て
行
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と
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の
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求
、
議
会
や
市
長
の
要
求
な
ど
に

よ
り
行
う
監
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が
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り
ま
す
。
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監
査
結
果
は
、
随
時
、
市
ホ
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ペ
ー
ジ
へ
掲
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し
ま
す

種　類 事　務　の　内　容 予　定

例月出納検査 会計管理者の行う出納事務が適正に行われて
いるかを検査します 毎　月

定 例 監 査 各課の財務会計事務を中心として、その執行
が適正に行われているかを監査します 	10～2月

工 事 監 査
定例監査の一環として、請負契約の金額が原
則1000万円以上となる工事の中から監査を実
施します

随　時

財政援助団体など
に対する監査

市が財政的援助を行っている団体または市の
施設の管理運営を委託している指定管理者に
対し、補助金や委託金が適正に使用されてい
るかなどを監査します

10月

決 算 審 査 一般会計および特別会計(国民健康保険特別会
計など)の歳入歳出決算について、審査します 6・7月

基金運用状況審査 決算審査に併せ、定額の資金を運用する基金
について、その運用状況を審査します 6月
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およびその資料が適正に算定されているかを
審査します
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4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

問合先　女性センター☎︎287・4755

　
４
月
は
進
学
・
就
職
な
ど
で
若

年
層
の
生
活
環
境
が
大
き
く
変
わ

り
、
被
害
に
遭
う
リ
ス
ク
が
高
ま

る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
性
犯

罪
・
性
暴
力
の
被
害
に
遭
っ
た
場

合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
専
門
の

機
関
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
被

害
の
自
覚
が
な
い
こ
と
も
あ
る
た

め
、
身
近
な
人
が
被
害
に
遭
っ
て

い
る
と
感
じ
た
ら
相
談
を
勧
め
て

く
だ
さ
い
。
性
暴
力
の
情
報
を
社

会
全
体
で
共
有
し
て
、
性
暴
力
を

な
く
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

巧
妙
な
性
暴
力
の
手
口
に
注
意

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
性
被
害

　
自
撮
り
画
像
を
勝
手
に
掲
載
さ

れ
る
、
な
り
す
ま
し
た
相
手
か
ら

性
暴
力
を
受
け
る
と
い
っ
た
被
害

が
生
じ
て
い
ま
す
。

・
レ
イ
プ
ド
ラ
ッ
グ

　
飲
料
な
ど
に
混
入
さ
せ
て
、
相

手
の
意
識
や
抵
抗
力
を
奪
っ
た
う

え
で
性
暴
力
を
は
た
ら
く
こ
と
を

目
的
と
す
る
薬
物
の
総
称
で
す
。

・
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス

　
女
子
高
校
生
に
よ
る
「
散
歩
」

や
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
」
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
売
り
物
と
す
る
営
業
で

す
。
手
軽
な
ア
ル
バ
イ
ト
感
覚
で

働
か
せ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
児
童

買
春
な
ど
の
性
犯
罪
に
巻
き
込
ま

れ
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
て
い
ま
す
。

・
Ａ
Ｖ（
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
）出
演

強
要

　
モ
デ
ル
な
ど
の
ス
カ
ウ
ト
を
装

い
、
Ａ
Ｖ
出
演
や
性
的
行
為
を
強

要
さ
れ
る
被
害
が
生
じ
て
い
ま

す
。

「
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済
法
」

に
つ
い
て

　「
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済

法
」
は
、
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
の
防
止

を
図
り
、
被
害
者
の
救
済
に
資
す

る
た
め
、
性
別
・
年
齢
を
問
わ
ず
、

出
演
契
約
を
無
力
化
す
る
ル
ー
ル

な
ど
を
設
け
た
も
の
で
す
。
性
的

な
撮
影
の
被
害
は
深
刻
な
人
権
侵

害
で
す
。
少
し
で
も
お
か
し
い
と

感
じ
た
ら
絶
対
に
サ
イ
ン
を
し
な

い
、
サ
イ
ン
し
て
し
ま
っ
て
も
あ

き
ら
め
ず
、
次
の
相
談
先
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

内
閣
府
関
連
ペ
ー
ジ

警
察
相
談
専
用
窓
口

「
＃
９
１
１
０
」

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め

の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

「
＃
８
８
９
１
」

性
暴
力
に
関
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談

C

キ
ュ
ア

ure T

タ
イ
ム

im
e

（
チ
ャ

ッ
ト・メ
ー
ル
相
談
。

外
国
語
あ
り
）

まちづくりポイントの交換内容を
一部変更します

問合先　地域活動推進課地域活動推進担当

新しい民生委員・児童委員を
紹介します
問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
市
主
催
事
業

や
市
と
の
協
働
事
業
に
参
加
し
た

場
合
に
発
行
し
、
ま
ち
づ
く
り
ポ

イ
ン
ト
ク
ー
ポ
ン
券
や
あ
り
が
と

う
券
、
つ
る
ゴ
ン
グ
ッ
ズ
な
ど
の

商
品
と
交
換
し
た
り
、
市
民
活
動

団
体
へ
寄
附
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る「
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
」

の
交
換
内
容
が
一
部
変
更
に
な
り

ま
す
。

つ
る
ゴ
ン
タ
オ
ル
セ
ッ
ト
の
交
換

を
終
了
し
ま
す

　
つ
る
ゴ
ン
タ
オ
ル
セ
ッ
ト

（
４
１
０
ポ
イ
ン
ト
）は
、
事
業
者

の
商
品
取
扱
中
止
に
よ
り
、
在
庫

を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

※
　
つ
る
ゴ
ン
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル

　
４
月
１
日
付
で
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
を
受
け
た
新
し
い
民
生

委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

担
当
区
域
・
氏
名

脚
折
第
一
・
岩い
わ
谷や

文ふ
み
洋ひ
ろ
さ
ん

中
新
田
一
区
、
二
区
・
涌わ
く
井い

保や
す
男お

さ
ん

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　
地
域
福
祉
の
推
進
役
と
し
て
活

動
す
る
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。
担
当
区
域
の
見
守
り
や
、

地
域
住
民
の
方
が
抱
え
る
問
題
に

（
３
６
０
ポ
イ
ン
ト
）は
引
き
続
き

交
換
可
能
で
す

市
民
活
動
団
体
へ
の
寄
附（
下
限

額
）が
変
わ
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
は
10
ポ
イ
ン
ト
か
ら

寄
附
が
可
能
で
し
た
が
、
４
月
１

日
か
ら
は
、
２
０
０
ポ
イ
ン
ト
以

上
で
寄
附
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

つ
い
て
身
近
な
「
相
談
相
手
」
と

な
り
、
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
支

援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
行
政
や
専

門
機
関
へ
つ
な
ぐ
「
パ
イ
プ
役
」

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
福

祉
法
に
よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳細はこちら

つるゴンタオルセット
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お知らせ
マイナンバーカード関係の
一部手続きができません

システム更改作業のため、4月29日
(祝)から5月7日(日)までマイナン
バーカード関係の一部手続きがで
きません。また、4月29日は、祝日
のため、土曜開庁は行いません。
できない手続き　転入・転居にお
けるマイナンバーカードの住所変
更、マイナンバーカードのパスワー
ドのロック解除、一時停止解除な
どの手続きができません。詳細は
ホームページで確認してください。
問　市民課住民記録担当

手話通訳者派遣受付を休みます

5月3日（祝）～7日（日）は、手話通訳
者派遣事業の受付を休みます（緊急
の場合を除く）。この間に通訳の派
遣を希望する方は、4月21日（金）ま
でにお申し込みください。
問	申　社会福祉協議会☎271・62
785271・6277

市役所朝市の開催

市内で採れた新鮮な農産物を、農
家が軽トラックに積み込んで直接
販売します。
日　4月8日（土）9時～10時30分
場　市役所来庁者用駐車場
持　エコバック　　他　小雨決行
問　産業振興課農政担当

つるバス・つるワゴン特別乗車証の交付

つるバス・つるワゴン特別乗車証（高齢者・障害者）を交付します。新たに交
付を希望される方は下記により申請をしてください。即日交付できます。
※　すでに乗車証をお持ちの方は、お手持ちの乗車証がそのまま利用できます
対　①高齢者：市内在住で70歳以上の方　②障害者：身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者　③難病の方

○…受付可　　╳…受付不可

※1　若葉駅前出張所では、木曜日のみ9時～21時まで受付
持　①免許証、保険証など　②障害者手帳　③受給者証
問　①健康長寿課高齢者福祉担当、②③障害者福祉課障害者福祉担当

グリーンパーク多目的広場の使用に料金が必要となります

多目的広場への防球ネットなどの設備整備に伴い、令和5年7月に使用する
分から、他の公共施設と同様に使用料が必要となります。
使用料　「多目的広場1」1時間750円	/	「多目的広場2」1時間750円
※　貸し出しは2時間単位です
※　児童・生徒・高齢者などの団体には、使用料の減額、免除の制度を適用
します
利用できる団体
構成員が10人以上であり、半数以上が市内に在住、在勤、在学している団体
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

生活に困っている方への相談窓口

生活困窮者に対する自立相談支援
市内に住む生活上の困難に直面している方が、自立した生活を営めるよう
に、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を行っています。
問　生活サポートセンター（市役所6階社会福祉協議会内）☎277・4116
生活保護制度とは
病気や事故、その他の理由で、収入がなかったり少なかったとき、最低限度
の生活ができるように、国の基準に基づいて生活費や医療費などを援助する
制度です。さらに、それらの人びとが一日も早く自立して生活できるよう支
援するのが目的です。
問　福祉政策課保護担当

Infor-
mation

受付場所 受付時間 月 火～金 土 日・祝日
市役所
　障害者福祉課（1階）
　健康長寿課（2階）

8時30分～
17時15分 ○ ○ ╳ ╳

若葉駅前出張所 9時～
17時30分 ○ ○

※1 ╳ ╳

各市民センター 9時～
17時15分 ╳ ○ ○ ╳
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けるマイナンバーカードの住所変
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問　市民課住民記録担当

手話通訳者派遣受付を休みます

5月3日（祝）～7日（日）は、手話通訳
者派遣事業の受付を休みます（緊急
の場合を除く）。この間に通訳の派
遣を希望する方は、4月21日（金）ま
でにお申し込みください。
問	申　社会福祉協議会☎271・62
785271・6277

市役所朝市の開催

市内で採れた新鮮な農産物を、農
家が軽トラックに積み込んで直接
販売します。
日　4月8日（土）9時～10時30分
場　市役所来庁者用駐車場
持　エコバック　　他　小雨決行
問　産業振興課農政担当

つるバス・つるワゴン特別乗車証の交付

つるバス・つるワゴン特別乗車証（高齢者・障害者）を交付します。新たに交
付を希望される方は下記により申請をしてください。即日交付できます。
※　すでに乗車証をお持ちの方は、お手持ちの乗車証がそのまま利用できます
対　①高齢者：市内在住で70歳以上の方　②障害者：身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者　③難病の方

○…受付可　　╳…受付不可

※1　若葉駅前出張所では、木曜日のみ9時～21時まで受付
持　①免許証、保険証など　②障害者手帳　③受給者証
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※　貸し出しは2時間単位です
※　児童・生徒・高齢者などの団体には、使用料の減額、免除の制度を適用
します
利用できる団体
構成員が10人以上であり、半数以上が市内に在住、在勤、在学している団体
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

生活に困っている方への相談窓口

生活困窮者に対する自立相談支援
市内に住む生活上の困難に直面している方が、自立した生活を営めるよう
に、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を行っています。
問　生活サポートセンター（市役所6階社会福祉協議会内）☎277・4116
生活保護制度とは
病気や事故、その他の理由で、収入がなかったり少なかったとき、最低限度
の生活ができるように、国の基準に基づいて生活費や医療費などを援助する
制度です。さらに、それらの人びとが一日も早く自立して生活できるよう支
援するのが目的です。
問　福祉政策課保護担当
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mation

受付場所 受付時間 月 火～金 土 日・祝日
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ストレッチ教室

対　市内在住の65歳以上で医師か
ら運動制限を受けていない方（要介
護・要支援認定者および介護予防・
日常生活支援総合事業対象者を除
く）
日　5月10日から毎週水曜日14時
～15時（全8回）
場　鶴ヶ島フットサルリゾート、
大橋市民センター
内　ストレッチなど気軽に楽しく
実践できる運動の紹介
定　30人（申込順）
料　100円（初回のみ）
持　ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物
他　運動靴、運動できる服装
申	問　4月12日（水）までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ直接
または電話

募　　集
学校給食センター
運営委員会委員

対　市内在住の満20歳以上で学校
給食に関する知識、経験、関心の
ある方（市議会議員、公務員は除く）
期　令和5年7月１日から2年間（予
定）
内　学校給食センターの運営に関
する重要事項を審議することなど
定　1人（書類選考、面接）
報　「非常勤職員の報酬及び費用弁
償に関する条例」に基づき支給
申	問　4月14日（金）までに市ホー
ムページまたは学校給食センター
（☎285・6596）で配布する申込書
に必要事項を記入し、本人が直接
学校給食センターへ

埼玉県ワンナイトステイ登録者

国際交流基金日本語国際センター
（さいたま市）で研修する海外研修
生（海外で日本語を教えている外国
人教師）を1泊2日（土・日曜日）で家
庭に受け入れ、身近な国際交流を
体験してみませんか？
対　市内在住で、宿泊用に1部屋提
供できる家庭（単身者不可）
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

案　　内
竹の子掘り体験

日　4月15日（土）、22日（土）9時～　
※　雨天の場合　4月16日（日）、
23日（日）（生育状況により日程変更
あり）
場　地元農家の竹林
※　農業交流センター集合
定　各日15組
（申込順・1組5人までの家族）　
※　小学生以下は保護者同伴
料　1組500円、保険代	1人100円、
竹の子代別途時価
持　軍手・持ち帰り用の大きめの袋
他　長靴履き・作業のできる服装
申	問　4月5日（水）から農業交流セ
ンターへ直接または☎279・3335

「空き家」 のご相談・困りごと

空き家の管理が行き届かないと、雑草や庭木の繁茂などにより、近隣の皆さん
に迷惑がかかることがあります。市では、空き家（予定含む）に関する相談を受
け付けています。
見回り・雑草の除草・樹木の伐採などで困ったときは・・
市では、空き家の適正な管理の促進のために、空き家の管理について（公社）鶴
ヶ島市シルバー人材センターと協定を締結しています。
ぜひご利用ください。
問　鶴ヶ島市シルバー人材センター☎285・8172
空き家を売りたい、貸したいときは「空き家バンク」
市では、空き家の利活用の促進のために、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会埼
玉西部支部と空き家バンクに関す
る協定を締結しています。「空き
家バンク」は、空き家を売却・賃
貸したい方から登録を受けた物件
情報を、宅地建物取引業者を媒
介し空き家を購入・賃借したい方
に紹介する制度です。まずは、都
市計画課までご連絡ください。
問　都市計画課開発建築担当

空
き
家
を

物
件
登
録

利
用
申
込
み

空き家バンク事業協定締結

宅建協会埼玉西部支部
現地
調査

物件
募集

情報
発信

媒介
業務

鶴ヶ島市
空き家バンク

貸
し
た
い
人

売
り
た
い
人

空
き
家
を
借
り
た
い
人

買
い
た
い
人

広告広告
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「学校体育施設」
利用団体のための
年間調整会議を行います

学校の校庭と体育館を学校教育に
支障のない範囲で開放します。
学校を利用して大会やイベントを
開催する予定の団体（自治会、子ど
も会、スポーツ団体など）を対象に、
年間調整会議を行います。
日　4月13日（木）19時～
場　市役所5階会議室
内　学校開放大会等年間調整会議
（6月から令和6年3月分）
定　各団体1人
問　生涯学習課市民スポーツ担当

入門からステップアップ
「手話講習会基礎」

対　16歳（高校生）以上で市内在住
在勤の手話講習会入門修了者また
は同程度の技術を有する方
日　5月8日～1月15日の毎週月曜
日10時～12時（全30回）
場　市役所6階ボランティアルーム
定　15人（定員超過の際は抽選）　
料　3300円（入門で使用したテキ
ストをお持ちではない方）
他　保育有　2歳以上（要申込み）
申	問　4月14日（金）までに社会福祉
協議会へ直接または☎271・6278

つるバス・つるワゴンで
選挙に行こう！

埼玉県議会議員一般選挙(4月9日)
および鶴ヶ島市議会議員一般選挙
(4月23日)が行われます。選挙当日
に投票所に行けない方は、投票日
前に期日前投票ができます。投票
の際には、ぜひつるバス・つるワ
ゴンをご利用ください。
問　都市計画課交通政策担当

第9回結桜まつり　
～来て、見て、広げよう、地域の輪！～

市民センターや地域で活動する皆さんが、日ごろの成果を発表します。
日　4月15日（土）10時～15時40分（昼食休憩12時～13時）
場　東市民センター
内　発表（キッズダンス、空手、女声コーラス、フォークダンス、太極拳、
新体操、ウクレレ、尺八など）、展示（洋裁、手芸、陶芸など）、入門体験（自
彊術、卓球、工作など）、模擬店（お弁当、じゃがバター、餃子、フランクフ
ルト、マフィン、ジュース、花など）、子どもイベント（スーパーボールすくい、
ヨーヨー釣り）、健康相談・フレイル予防コーナー
他　駐車スペースが限られています。車での来場はなるべくご遠慮ください。
問　東市民センター☎286・3357

第13回鶴ヶ島市民陸上競技記録会

対　市内在住在勤在学の小学生以上（小学1～3年生は60ｍのみ）
日　6月17日（土）　※　雨天決行
場　川越運動公園陸上競技場　※　送迎バス要問合せ
内　種目①60m②100m③200m④400m⑤800m⑥1500m⑦3000m⑧走
幅跳び⑨4×100mリレー　※　日本陸上競技連盟の公認記録会ではないた
め、公認記録とはなりません
料　1人1種目300円　1人3種目まで。リレーは別途1チーム500円（保険代
含む）
他　申込書は同協会事務局、生涯学習スポーツ課、各市民センター、若葉駅
前出張所で配布またはスポーツ協会HPからダウンロードできます。
申	問　4月10日（月）から5月19日（金）に申込書に必要事項を記入し、NPO
法人鶴ヶ島市スポーツ協会事務局（海洋センター内、☎277・5199）へ直接
※　当日受付なし

救命講習会（5月～6月）

対　鶴ヶ島市、坂戸市に在住在勤在学の中学生以上
日

※　各回申込み順。駐車場に限りがあります
内　【普通救命】心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血法
【上級救命】心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新生児）大出血時の止血法、傷
病者の管理法、手当の要領および搬送法
料　無料　　持　筆記具、上級救命については昼食
申	問　4月11日（火）から消防本部警防課救急担当へ☎281・3116
※　受付時間8時30分～17時（土、日、祝日を除く）

種　別 月　日 場　所 定　員 時　間
普通救命講習 5月20日（土） 鶴ヶ島消防署 20人 9時～12時

上級救命講習 6月23日（金） 坂戸消防署 30人 9時～17時

イベント実施に伴う新型コロナウイルス感染症対策について
イベントなどに参加される場合は、当日検温していただき、体調不良の際は参加をご遠慮ください。
当日の体温や体調によっては、参加をお断りさせていただくことがあります。また、状況により、
イベントを中止または延期とさせていただく可能性もありますので、予めご了承ください。

広告

「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。問合先　地域活動推進課地域活動推進担当
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案　　内
防犯ポスターを募集します

埼玉県警察と埼玉県防犯協会連合
会では、地域安全活動を広く県民
に呼びかけ、地域住民による地域
安全活動の自主性の促進を図るた
め、防犯ポスターを募集します。
対　市内在住在学の小学生以上
【一般テーマ】
小学生・中学生・高校生・一般

・安全・安心なまちづくり全般
・住宅を対象とした侵入犯罪防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
・振り込め詐欺被害防止
・少年の非行防止
【特別テーマ】
中学生・高校生・一般
・自転車盗難被害防止
作品の規格

・用紙サイズは、四ツ切から八ツ切
の範囲内で縦書き
・自作のスローガン（標語）は絶対に
入れないこと(入れた場合は審査対
象外)
応募締切　6月7日(水)必着
他　作品は未発表のものに限る
※　応募者全員に参加賞あり
※　優秀作品には、埼玉県または
西入間地区防犯協会より表彰状と
副賞を授与
申　応募者の住所、氏名(ふりがな)、
職業(学校名・学年)、年齢、電話
番号、作品の説明を裏面に明記の
上、〒350-0215坂戸市関間2-4-17
西入間警察署内2F　西入間地区防
犯協会まで郵送または直接
問　西入間地区防犯協会
☎281・8484

シルバー人材センター入会説明会

日　4月11日(火)、5月17日(水)、
6月8日(木)
場　鶴ヶ島市シルバー人材センター
他　当日は文化財整理室の駐車場

（シルバー人材センター向かいの建
物）には駐車しないようご注意くだ
さい。
申 問　説明会前日までに同センタ
ーへ☎285・8172または直接

第2回異文化交流演奏会
～ガーナ伝統音楽とともに
心躍る午後を！～

昨年度開催し大変好評だったガーナ
伝統音楽の演奏会を、今年度は坂
戸市文化会館ふれあの大ホールで
開催します。世界各国で演奏を披露
しているプロの演奏家による軽快な
リズムをお楽しみください。演奏終
了後に演奏者との交流も予定してい
ます。
日　5月28日(日)15時～17時30分
※　開場14時30分
場　坂戸市文化会館ふれあホール
(坂戸市元町17―１)
料　高校生以上1300円、小・中学
生500円、小学生未満無料
※　当日券あり
他　座席全席指定
申 問　4月8日(土)から同館事務所
窓口・予約サイト・☎282・0100

（電話受付13時～）

大人が楽しむ春の語りの会

日　4月12日(水)13時30分 ～15時
30分（開場は13時15分）
場　中央図書館
講　井

いのうえ

上雅
ま さ み

美さん・君
きみかわ

川みち子さん
内　君川さんの山形弁の語り
定　40人(申込順)　料　無料
申 問　4月4日(火)9時より中央図
書館へ直接、☎271・3001または
ホームページから

春のおはなし会

対　小学生以下
日　4月23日(日)11時～（開場は10
時45分)
場　中央図書館
内　春をテーマにしたおはなし会。
かわいいうさぎさんも作ります。
料　無料
申 問　4月5日(水)9時より中央図
書館へ直接、☎271・3001、
またはホームページ
から

定例健康ウォーク

対　市内在住の方
日　①4月14日(金)9時30分～12時
②5月12日(金)9時30分～12時
場　①市役所②西市民センター
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　5～6㎞のコース(健康ウォーキ
ングマップのコース)を歩きます。
定　各20人(申込順)　料　無料
持　飲み物、タオル、帽子、筆記具
他　両手のあく服装
申 問　4月4日(火)より健康長寿課健康
増進担当へ電話またはホームページから

申込はこちら

申込はこちら

申込はこちら

広告
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9価HPVワクチン定期接種のお知らせ
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の
感染を防ぐワクチンです。4月より9価HPVワクチン（シルガード9）が公費で
接種できるようになりました。HPVワクチンの種類は、2価、4価、9価の3種類となります。
対　市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

・小学6年生から高校１年生に相当する女子
・平成9年4月2日～平成19年4月1日までに生まれた女性(ただし接種期間は令和7年3月31日まで)
場　市と契約している鶴ヶ島市・坂戸市の医療機関(ホームぺージ参照)または県内の協力医療機関(感染症対策課までお問
い合わせください)　　　料　無料　
他　小学6年生は小学校を通して通知文および予診票を配布します。私学などの小学校に通学されている方は、個別にご案
内します。中学生以上の対象の方には、3月下旬にはがきで個別にご案内しています。
≪各ワクチンの接種回数と一般的な接種スケジュール≫
♦2価(サーバリックス)：3回　1か月の間隔で2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目接種
♦4価(ガーダシル)：3回　2か月の間隔で2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目接種
♦9価(シルガード9)［小学6年生～14歳］：2回　1回目から6か月の間隔をおいて2回目接種
♦9価(シルガード9)[15歳以上]：3回　2か月の間隔で2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目接種
※　今月号の折込「令和5年度こどもの予防接種のご案内」では9価HPVワクチンの接種回数を3回と記載しましたが、3月
7日開催の厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会)で、年齢による接種回数が上記のとおり変更されました
問　感染症対策課感染症対策担当☎227・9522

はつらつ元気体操クラブ
自宅でも簡単にできる体操やストレッチなど、気軽に楽し
く実践できる体操を紹介しています。元気に暮らせる毎
日のために、一緒に体を動かしてみませんか？　
対　市内在住で65歳以上の方(要介護・要支援認定者お
よび介護予防・日常生活支援総合事業対象者を除く)で医
師から運動制限を受けていない方
料　100円(初回のみ)
他　時間を指定しての申込みはできません。応募者多数
の場合は抽選ですが、前回参加していない方を優先しま
す。抽選結果については4月下旬以降に郵送します。
申 問　4月10日(月)までに健康長寿課地域包括ケア推進
担当へ直接または電話

会　場 実施日 開始日 時間 定員
大橋市民
センター

第1・3
月曜日 5/1 13時20分～14時10分

14時30分～15時20分 20人

南市民
センター※

第2・4
月曜日 5/8/ 13時20分～14時10分

14時30分～15時20分 15人

東市民
センター 

第1・3
火曜日 5/2 10時～10時50分

11時10分～12時 15人

北市民
センター

第2・4
火曜日 5/9 10時～10時50分

11時10分～12時 20人

市役所 第1・3
木曜日 5/18 10時～10時50分

11時10分～12時 15人

富士見市民
センター

第2・4
木曜日 5/11 10時～10時50分

11時10分～12時 20人

西市民
センター

第1・3
金曜日 5/19 10時～10時50分

11時10分～12時 20人

老人福祉
センター

「逆木荘」
第2・4
金曜日 5/12 13時20分～14時10分

14時30分～15時20分 10人

※　南市民センターは5～7月工事のため、鶴ヶ島第二小学校で実施予定

自分の元気度をチェックしよう!
知らず知らずのうちに老化を進めないためにも、筋肉量の測
定や質問紙で自分の元気度を確認して、心と体の若返りスイ
ッチを押してみませんか？

会　場 1日目 2日目
西市民

センター
4月20日(木)
10時～12時

4月25日(火)
10時～12時

市役所 5月8日(月)
13時30分～15時30分

5月15日(月)
13時30分～15時30分

対　市内在住の65歳以上の方
※　同一会場、2回連続でご参加ください
内　[1日目]フレイルチェック測定会/質問紙を用いたフレ
イルの兆候の確認、測定機器を使用した筋肉量などの測定
[2日目]健康長寿へギアチェンジ講座/歯科衛生士、管理栄
養士、保健師による講話
定　15人(申込順)　料　無料　持　筆記具、飲み物
他　測定しやすい服装(裾をひざ下まで上げる
ことができるズボンなど)
申 問　4月4日(火)より健康長寿課健康
増進担当へ電話またはホームページから HPはこちら
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♦4価(ガーダシル)：3回　2か月の間隔で2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目接種
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6月号の原稿締切は､ 4月18日(火)です
※　「仲間になりませんか」のコーナー
は､ 同一サークルなどは年1回の掲載
です。それ以外の原稿は､ 同一サーク
ル年3回までで、同一号には1件まで
の掲載に限らせていただきます

参加してみませんか
ハワイアンで健康体操+優しいフラ
体験教室

対　女性　※　シニア大歓迎
日　4月25日(火)13時30分 ～14時
30分
場　東市民センター　
料　無料
申　不要
問　吉

よ し だ

田(フラダンスモミラニ)
☎090・4139・6901

初心者・初級者テニススクール

対　市内在住在勤在学のテニス初心
者・初級者
日　5月6、13、20、27日(土)8時30
分～10時30分(全4回)　
※　予備日6月3日(土)
場　南近隣公園テニスコート(オムニ)
料　2000円/1人
申　往復はがき往信用に氏名、住所、
年齢、電話番号、メールアドレス、
返信用に氏名、住所、郵便番号を記
入し、4月27日(木)までに勝村健司
(〒350-1306狭山市富士見1-16-28)
へ郵送
問　勝

かつむら

村☎050・7130・9504

掲示板
出かけてみませんか

第19回透明水彩スケッチを楽しむ
「楽画喜会展」

日　4月4日(火)～4月9日(日)10時～17
時(初日は12時から、最終日は16時まで)
場　中央図書館　料　無料　申　不要
問　湯

ゆ ぢ

地☎090・6153・3044

グループ「土」絵画展(油彩・水彩・
パステル)

日　4月18日(火)～4月23日(日)10
時～17時(初日は13時から、最終日
は15時まで)
場　中央図書館　料　無料
申　不要
問　内

う ち の

野☎080・5072・2962　

第11回マンドリンとピアノのコン
サート～歌姫たちの恋ものがたり～

日　4月23日(日)13時開場、開演13
時30分
場　坂戸市文化施設オルモ
内　「オリビアを聴きながら」　、「恋
のフーガ」、「音の絵」(ラフマニノフ)
料　無料　申　不要
問　金

か ね こ

子☎285・4907　

仲間になりませんか
レモンコーラス(合唱)

対　成人女性
日　第1・3・4水曜日13時30分～15
時30分　　場　北市民センター
問　加

か と う

藤☎090・5505・4892

岳精流日本吟院(詩吟)

対　どなたでも
日　月3回金曜日13時30分～15時30分
場　鶴舞集会所
問　栗

く り た

田☎090・3904・2233

鶴ヶ島ジュニアソフトテニスクラブ
クレイン(ソフトテニス)

対　小学1～5年生男女
日　毎週日曜日13時30分～16時
場　鶴ヶ島中学校ほか
問　岸

き し だ

田☎090・3816・7429

ホンダ卓球チーム

対　女性　※　多少経験のある方
日　毎週火曜日10時～12時
場　海洋センター　料　無料
問　大

おおあみ

網☎286・6330　

東吹矢同好会(吹矢)

対　どなたでも
日　毎週月曜日10時～12時
場　東市民センター
問　笠

か さ お

尾☎287・2266

省略記号一覧
対 対象　日 日時・日にち 　
期 期間　場 場所　講 講師　
内 内容　定 定員　報 報酬
料 入場料・参加費　持 持ち物　
他 その他　申 申込　問 問合先　

　新生活の始まりをきっかけに、一人暮らしをスタートする方が多い季節になりました。食事づくり
が面倒でコンビニ食品やレトルト食品ばかりでは、栄養が偏りやすく、体調を崩す原因にもなります。
心身ともに一人暮らしを快適に過ごすためにも、「これならできる」という自炊をとりいれた食生活を
実践していきましょう。栄養バランスの基本は主食、主菜、副菜を揃えることですが、最初から完璧
な献立を目指さなくても無理なく続けることが大切です。節約のためにも手始めに、主食のご飯を炊いてみましょう。１食分
ずつ冷凍にしておくと便利です。次のステップとして主菜（たんぱく質の食材）と副菜（野菜類）の組み合わせを意識しましょう。
忙しければ、メインのおかずを買ってきて、カット野菜などをプラスしてもよいかと思います。例えば手軽なコンビニのおで
んに、冷凍野菜やきのこを加えると食物繊維やビタミン、ミネラルなどが加わり満足感も出ます。また、常備しておくと便利
なのが卵、大豆製品や魚の缶詰などです。比較的保存がきき、レトルト食など市販品に加えるとたんぱく質を補うことができ
ます。一人暮らしをきっかけに手軽な自炊術を身につけて、新生活を楽しみましょう。

　　　　　　　  　　　    　　    　　   女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　春
か す が

日　千
ち か こ

加子

一人暮らしで気を付けたい食事 健  康

応 援 団
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人口と世帯数(3月1日現在)
人　口　7万     95人　(前月比-41)
世帯数　3万3073世帯(5)
　男　　3万4675人　(-5)
　女　　3万5420人　(-36)

4月の相談

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.

 tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎　0120•0•78310

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289･1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日～1月3日)／9時～12
時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了
※事前予約は当日6時から診療時間
の45分前までに
☎050･5840･1156また
はインターネットから

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治療
を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院（全日24時間対応）休日急患診療（内科・小児科）

4月の眼科在宅当番医

◆女性のための法律相談 要予約
相 12日(水) 予 受付中/
相 5月10日(水) 予 13日(木)～
時 10時～13時　
問 女性センター☎287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談 要予約
相 月・水・金曜日 時 10時～16時
問 直通ダイヤル☎298・7716
◆消費生活相談
相 月～金曜日 時 9時30分～12時・
13時～15時、土曜日 時 9時30分
～12時(電話相談のみ)
問 市役所2階消費生活センター
◆消費生活弁護士相談 要予約
※　商品やサービス、債務整理な
どの消費生活に関する法的相談
相 28日(金) 予 5日(水)～
時 13時～17時 
問 市役所2階消費生活センター 
◆就職相談
(鶴ヶ島市ふるさとハローワーク)
相 月～金曜日 時 10時～17時 
問 市役所2階鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク☎272・4001
◆内職相談
相 火・木曜日 時 10時～12時、13
時～16時 問 市役所2階内職相談室
◆にんしんＳＯＳ鶴ヶ島
相 月～金曜日 時 8時30分～16時30
分 問 直通ダイヤル☎227・3355また
は ninshinsos@city.tsurugashima.
lg.jp今月の表紙は運動公園でライト

アップされた桜の樹木です。表
紙の桜はコロナ禍前に撮影され
たものです。今年は4年ぶりに運
動公園の桜もライトアップされる
予定です(ライトアップは4月2日
まで)。
4月14日(金)まで、「つるがしま
のさくらプロジェクト」を実施し
ています。市内で撮影した桜の
写真をぜひ投稿して、みんなで
シェアしませんか。詳細は裏表紙
をご覧ください。

今月の表紙

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

予約はこちら

埼玉県HP

◆弁護士による法律相談 要予約
※　個人の金銭、家族などの法的
トラブルに関する相談
相 4日(火) 予 受付中/
相 21日(金) 予 7日(金)～/
相 5月2日(火) 予 18日(火) ～ 
時 13時～16時 問 地域活動推進課
◆行政相談
相 21日(金) 時 13時～16時
場 市役所6階 問 地域活動推進課
◆司法書士による法律相談 要予約
相 13日(木) 予 3月30日(木)～ 
相 5月11日(木) 予 4月27日(木)～ 
時 9時～12時 問 地域活動推進課
◆行政書士による法律相談 
相 13日(木) 場 市役所1階/ 
相 27日(木) 場 市役所5階 
時 13時～16時 
問 地域活動推進課
◆不動産相談 
相 4日(火) 時 13時～16時 
場 市役所5階 問 地域活動推進課
◆教育相談
相 月～金曜日 時 9時～16時30分　
問 教育センター☎286・8993
◆人権相談
相 21日(金) 時 13時～16時
場 市役所3階 問 総務人権推進課
◆こころの健康相談 
相  18日(火) 時 9時30分～ 
場 市役所1階 問 障害者福祉課

若葉・さくらいクリニック
五味ヶ谷307-10　☎298・6875
診療日時　4月9日(日)9時～17時
※　休憩時間は要確認

埼玉県AI 救急相談

利用者がチャット形式で相談した内容をもとに、可能性のある症状
を提示し、緊急度の判定を行います。埼玉県AI救急相談で検索！

〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時
※　一部のみ開庁

鶴ヶ島市役所

詳しくはこちら

省略記号　相　相談日　予　予約開始日　時　相談時間　場　開催場所　問　問合先
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☎289･1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日～1月3日)／9時～12
時、14時～17時、18時～21時
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の45分前までに
☎050･5840･1156また
はインターネットから

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治療
を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
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埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
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救急指定病院（全日24時間対応）休日急患診療（内科・小児科）

4月の眼科在宅当番医

◆女性のための法律相談 要予約
相 12日(水) 予 受付中/
相 5月10日(水) 予 13日(木)～
時 10時～13時　
問 女性センター☎287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談 要予約
相 月・水・金曜日 時 10時～16時
問 直通ダイヤル☎298・7716
◆消費生活相談
相 月～金曜日 時 9時30分～12時・
13時～15時、土曜日 時 9時30分
～12時(電話相談のみ)
問 市役所2階消費生活センター
◆消費生活弁護士相談 要予約
※　商品やサービス、債務整理な
どの消費生活に関する法的相談
相 28日(金) 予 5日(水)～
時 13時～17時 
問 市役所2階消費生活センター 
◆就職相談
(鶴ヶ島市ふるさとハローワーク)
相 月～金曜日 時 10時～17時 
問 市役所2階鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク☎272・4001
◆内職相談
相 火・木曜日 時 10時～12時、13
時～16時 問 市役所2階内職相談室
◆にんしんＳＯＳ鶴ヶ島
相 月～金曜日 時 8時30分～16時30
分 問 直通ダイヤル☎227・3355また
は ninshinsos@city.tsurugashima.
lg.jp今月の表紙は運動公園でライト

アップされた桜の樹木です。表
紙の桜はコロナ禍前に撮影され
たものです。今年は4年ぶりに運
動公園の桜もライトアップされる
予定です(ライトアップは4月2日
まで)。
4月14日(金)まで、「つるがしま
のさくらプロジェクト」を実施し
ています。市内で撮影した桜の
写真をぜひ投稿して、みんなで
シェアしませんか。詳細は裏表紙
をご覧ください。

今月の表紙

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

予約はこちら

埼玉県HP

◆弁護士による法律相談 要予約
※　個人の金銭、家族などの法的
トラブルに関する相談
相 4日(火) 予 受付中/
相 21日(金) 予 7日(金)～/
相 5月2日(火) 予 18日(火) ～ 
時 13時～16時 問 地域活動推進課
◆行政相談
相 21日(金) 時 13時～16時
場 市役所6階 問 地域活動推進課
◆司法書士による法律相談 要予約
相 13日(木) 予 3月30日(木)～ 
相 5月11日(木) 予 4月27日(木)～ 
時 9時～12時 問 地域活動推進課
◆行政書士による法律相談 
相 13日(木) 場 市役所1階/ 
相 27日(木) 場 市役所5階 
時 13時～16時 
問 地域活動推進課
◆不動産相談 
相 4日(火) 時 13時～16時 
場 市役所5階 問 地域活動推進課
◆教育相談
相 月～金曜日 時 9時～16時30分　
問 教育センター☎286・8993
◆人権相談
相 21日(金) 時 13時～16時
場 市役所3階 問 総務人権推進課
◆こころの健康相談 
相  18日(火) 時 9時30分～ 
場 市役所1階 問 障害者福祉課

若葉・さくらいクリニック
五味ヶ谷307-10　☎298・6875
診療日時　4月9日(日)9時～17時
※　休憩時間は要確認

埼玉県AI 救急相談

利用者がチャット形式で相談した内容をもとに、可能性のある症状
を提示し、緊急度の判定を行います。埼玉県AI救急相談で検索！

〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時
※　一部のみ開庁

鶴ヶ島市役所

詳しくはこちら

省略記号　相　相談日　予　予約開始日　時　相談時間　場　開催場所　問　問合先



これは、2月20日・21日の2日間、坂戸・鶴ヶ島消防組合が行
った地震災害の訓練想定です。いつ起きてもおかしくない災害
に対して、消防組合の方々は日頃から様々な訓練を重ねていま
す。今回は、(株)埼玉村田製作所のご協力をいただき、普段の
訓練環境とは違った解体施設を使用して、より実践的な訓練を
行いました。20日には埼玉村田製作所の社員の方も参加して煙
中通過訓練などを体験されました。

関東平野北西縁断層帯地震が発生！
市内でも甚大な被害！

Photo
  News

2月20日、市内工場で民間航空エンジン整備を行っている㈱IHIから
2500万円の寄附をいただきました。「グリーンパークエリアの整備に役
立ててほしい」というこの寄附金には、「自然と共生し、市民に親しみ
をもってもらえる工場にしたい」という同社からの思いが込められてい
ます。寄附金で、運動公園のフロートデッキ改修工事をはじめ、池の水
質改善、グリーンパークへの「あずまや」設置に活用し、市民から親し
まれる魅力あるエリアにしていきます。ありがとうございました。

市の魅力向上に向けて寄附をいただきました

2月22日、熊本県eスポーツ協会と市との共催事業として、「シルバーe
スポーツ愛好家交流戦」をオンラインで開催しました。 会場の老人福
祉センター「逆木荘」と美里町をZoomでつなぎ、参加者が自己紹介を
して、いざ対戦！今回は、任天堂switchの「ぷよぷよeスポーツ」での
対戦でした。参加者は、チームとして一体感を味わい、交流戦を楽しん
でいました。残念ながら負けてしまいましたが、互いの健闘をたたえ、
双方の特産品を交換し合い交流を深めることができました。　

熊本県美里町とシルバーeスポーツ交流戦！

2月24日、西市民センターで、鶴西太極拳クラブの皆さんの協
力による太極拳体験教室が開催されました。太極拳は足腰が丈
夫になり、健康にも良く、深い呼吸で心も落ち着きます。季節
の変わり目で、体調を崩しやすい春。皆さんも太極拳で心と体
を整えてみませんか？

太極拳で整える呼吸と体
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3月3日、鶴ヶ島第一小学校の6年生が、オーストラリアで日本語
を学ぶ子どもたちとオンライン交流を行いました。グループに分
かれ、日本側からは英語で、オーストラリア側からは日本語で、
互いに自己紹介やインタビューをしました。はじめは緊張してい
た子どもたちも、好きなスポーツやアニメの話で表情がやわらぎ、
積極的に会話を楽しんでいました。授業で習った英語で、初めて
海外の人と交流した児童は「とても楽しかったので、また海外の
人と交流してみたい」と話していました。

オーストラリアのみんな、ハロー！

3月7日、鶴ヶ島中学校生徒会の役員4人が、市役所を訪れ、寄附
金を齊藤芳久市長に手渡しました。ウクライナの人びとのために
と、自分たちで発案し、寄附金活動を行いました。生徒や先生な
ど多くの方から寄せられた善意の寄附金は、日本赤十字社鶴ヶ島
市地区を通じて「ウクライナ人道危機救援金」として、皆さんの
思いとともに現地に送られました。

ウクライナへ！寄附金を人道危機救援金に

2月27日、西中学校3年生を対象に、ヤングケアラーの講
演会が行われました。講演前、ヤングケアラーという言
葉は聞いたことがあっても、詳しくは知らなかった生徒
たち。元ヤングケアラーの方の、小学校・中学校・高校・
大学時代の等身大のお話に、真剣な表情で耳を傾けてい
ました。

ヤングケアラー講演会

3月9日、栄小学校でPTA主催の音楽鑑賞会が開催され、
ふるさと応援大使である「鶴」がアコースティックライ
ブを行いました。「コロナ禍で学校行事などが制限された
子どもたちに、夢や希望をもって元気に学校生活を送っ
てもらいたい」というPTAの思いから実現した今回のラ
イブ。迫力のある演奏と、途中から登場したつるゴンに、
子どもたちの笑顔があふれ、自然に体を揺らしたり、大
きな手拍子をおくったりする様子が印象的でした。

子どもたちに夢や希望を！鶴ライブ

25 Tsurugashima　2023.4
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■4月号には、『令和5年度鶴ヶ島市母子保健年間予定表およびこどもの予防接種のご案内』『令和5年度鶴ヶ島市がん検診年間予定表
および大人の予防接種のご案内（「がん検診などの申込方法が変わります」挟み込み）』が折り込まれています。

撮影場所 農業交流センター

撮影場所 運動公園

あなたのおすすめ桜スポットを教えてください！

皆さんから投稿された写真と撮影場所
を、市ホームページや市公式ツイッター
でシェアします！
問　秘書広報課広報広聴担当

み
ん
な
で
た
の
し
む

つ
る
が
し
ま
の
さ
く
ら

つるがしまの
さ　 く　 ら
プロジェクト

スマホ撮影もOK！

地図イメージ

投稿方法
● 市内で撮影した桜の写真
● 撮影場所  ● ペンネーム
を市ホームページの専用フォー
ムから簡単に投稿できます♪

4月14日(金)まで
詳細はこちら

編集後記
今月の特集では、令和5年度の事業を紹介しまし
た。住み良いまちづくりは市だけではなく、市民
の皆さんのご協力も必要となります。10年後20年
後も「鶴ヶ島に住んで良かった、鶴ヶ島を選んで
良かった」と市民の皆さんに感じてもらえるよう
なまちづくりを目指しますので、一緒に進めてい
きましょう。市では今後も広報紙などを通じて「し
あわせ共感　あんしんのまち　つるがしま」の実
現に向けた取組を紹介していきます。
ご意見・ご感想は秘書広報課広報広聴担当へ
10200001@city.tsurugashima.lg.jp
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